
「まちづくりは人づくりから」。
今から約１５０年前，明治維新による都市衰退の危機の中，「竈金（かまどきん）」と呼

ばれる私財を出し合い，日本初となる地域の子どもたちが学ぶことのできる小学校（番
組小学校）を創設し，まちの発展を教育の力に託した京都の町衆の思いです。以来，京
都の人たちは，その思いを受け継ぎ，子どもを社会全体で温かく包み，育んできました。

こうした先人たちの伝統と進取の気風で培われた京都ならではの「はぐくみ文化」の
下，未来社会の創り手となる子どもを育むという崇高な使命を担うことへの誇りをもち，

市民ぐるみ・地域ぐるみで「一人一人の子どもを徹底的に大切にする」教育を
共に進めていきましょう。

京都市教育委員会

本冊子は，本市学校教育の年度ごとの指針とその重点取組を定めるものです

学校教育の重点
令和３年度

京都市の目指す子ども像
「伝統と文化を受け継ぎ，

次代と自らの未来を創造する子ども」

一人一人の子どもを徹底的に大切にする京都市の教育



目指す子ども像と３つの姿

「伝統と文化を受け継ぎ，
次代と自らの未来を創造する子ども」

３つの姿

京都市の目指す子ども像

多様な他者と共に生き，

学び合い，

人権文化の担い手と

なることができる

様々な学びを生かし，

社会的・職業的自立を

果たすことができる

2 3

令和３年度 重視する視点

子どもの「主体性」と「社会性」の育成を目指し，
学校・幼稚園全体の教育活動の中で高める

幼稚園 小・中・小中学校（義務教育学校）

１ 子どもが主体的に遊ぶ姿を重視する

２ 小学校期の学びにつなぐ「学びに

向かう力」を育む

３ 自己発揮と自己抑制の調和のとれ

た自律性（折り合う心）を育む保育

を推進する

１ 主体的・対話的で深い学びを重視

した 授業を通して，学びの質を高める

２ 日々の授業と家庭学習との連動を

通して，自学自習の習慣化を図る

３ 自他を大切にし,「公共の精神」に

基づく態度を育む

広い視野と

豊かな感性を持ち，

よりよい人生や社会を

創造できる

１



「自ら学ぶ力」と「自ら律する力」を

高等学校 総合支援学校

学校運営 ５つの柱 「生きる力」を育む15の取組

１ 社会とのつながり・接続を実感できる授業への改善

２ 基礎的・基本的な知識・技能の習得と言語活動の充実

３ 探究活動を通した，主体的・対話的で深い学びの実現

４ グローバル化時代に対応する実践的英語力の育成

５ ＬD等支援の必要な子どもの学力向上

６ 道徳教育の充実

７ 伝統文化や芸術を通じ，豊かな感性・情操を育む教育の充実

８ 規範意識の育成

９ 多様性を理解する姿勢の涵養

10 支え合い高め合う集団づくりの推進と絆づくり

11 運動やスポーツの実践と体力の向上

12 保健教育の充実

13 飲酒・喫煙・薬物に関する指導

14 安全教育の充実

15 食に関する指導の推進

『いのち』

～子どもの命を守りきる～

『よりそい』

～多様な子どもを誰一人取り残さない教育を進める～

『つとめ』

～教職員の職責を自覚し，研鑽することで，教育の質を高める～

『ひろがり』

～カリキュラム・マネジメントの視点をもって
社会に開かれた教育課程を実現する～

『つながり』

～校種間連携・接続により子どもを支える～

１

２

３

４

５

１

２

３

４

５

６

７

８

９

11

12

13

14

15

10

１ 子どもを「できる存在」として捉え，

できる姿を通して「生きる力」を育む

２ 地域社会と協働して，

社会に生きる子どもを育む

３ 自立と社会参加の実現に向けた

生活態度や規範意識を育む

１ 学校教育目標や育てようとする資質・
能力に根ざした授業改善を推進する

２ 一人一人を大切にする視点から，個
に応じた支援・指導や学習意欲の向
上に取り組む

３ 新学習指導要領実施を各校の将来
計画の中に位置づけ，学校改革を
具体化する
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今，学校・幼稚園等で学ぶ子どもたちは，先人の叡智と営みを礎に，豊かな人生を切り拓き，持続可能な社

会を創造していく主人公である。そうした子どもたち一人一人が，自分のよさや可能性を認識するとともに，自

分とは異なる他者を価値ある存在として尊重し，多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越えて

いくための基盤・土台となる「生きる力」を育むことが教育の重要な使命である。  

こうした教育という崇高な使命を担う私たちは，「一人一人の子どもを徹底的に大切にする」という本市教

育理念の下，番組小学校創設の志と蓄積された実践を誇りに，今を見つめ直すとともに未来を見据え，市民

ぐるみ・地域ぐるみで「誰一人取り残さない」質の高い教育を一層推進していく必要がある。 
 

京都市の目指す子ども像 ３つの姿 

１．広い視野と豊かな感性を持ち，よりよい人生や社会を創造できる 

本市は，「歴史都市」「国際都市」「環境先進都市」「ものづくり都市」「大学のまち」等，多様性に溢れた都

市格を有するとともに，SDGｓを都市経営の柱に据え，脱炭素など環境と調和した持続可能な都市文明の構

築，そして広く世界と交わることによって優れた文化を創造し続ける「世界文化自由都市」であることを目指し

ている。さらに，文化庁の京都への全面的な移転を控え，自然と共生する美意識や価値観，家族や地域の絆

など，今も暮らしの中に息づく精神性や行動様式への理解を深め，その発信とともに，「世界の文化首都」とし

て文化の継承・発展の担い手の育成を目指す取組のより一層の充実が求められている。 

こうした状況の下，長年にわたり育まれてきた市民力，地域力，文化力を生かした伝統文化教育や環境教

育，食育，住育，自然体験活動等を通じ，広い視野を持ち豊かな感性を働かせながら，多様な他者と協働して

よりよい人生や持続可能な社会の創り手となる子どもを育成する。 

 

２．様々な学びを生かし，社会的・職業的自立を果たすことができる 

子どもたちの社会的・職業的自立に向けては，選挙権年齢や成年年齢の引下げなどを契機とした様々な

社会参画の機会を通じて，社会に貢献するやりがいを実感させるとともに，社会を形成する主体としての自覚

や責任を育み，多様な可能性を発揮しながら，よりよい人生や社会を創造していく担い手となるための自己成

長を促すことが大切である。 

そのために，これまでから継続的・系統的に実践を重ねてきた「生き方探究（キャリア）教育」を軸とし，教育

活動全体を通じて生きて働く「知識・技能」を定着させるとともに，「人とともに社会を生きる力」「自分を知り，

律する力」「課題を見付け，解決する力」「夢や希望をつくりあげる力」や「情報及び情報技術を適切かつ効

果的に活用する力」を培い，社会や家庭の中で自分の役割を果たしながら，生涯にわたり学び続け，自分らし

い生き方を追究する子どもを育成する。 

 
３．多様な他者と共に生き，学び合い，人権文化の担い手となることができる 

「世界人権宣言」や「誰一人取り残さない」というＳＤＧｓの理念等も踏まえ，多様な価値観を認め，互いに

尊重し合い，共に助け合う態度を育てるため，人権が尊重される風土をすべての学校で意図的に創り出すと

ともに，あらゆる教育活動において，対話を通じて子どもが共に「学び合う」ことを人権教育の基盤とすること

が大切である。 

その基盤が構築されてこそ，学校という集団社会で，子どもは，心の底から湧く正義感や公正さを重んじる

心を持ち，自尊感情を高め，互いを尊重することの大切さを学ぶことができる。この不断の積み重ねにより，自

己実現を可能にする力を身に付ける子ども，人権という普遍的文化の担い手となる子どもを育成する。 

京都市の目指す子ども像 

「伝統と文化を受け継ぎ，次代と自らの未来を創造する子ども」  

第１章 目指す子ども像と３つの姿 
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１．『いのち』～子どもの命を守りきる～  

①  子どもが自らの命を断つこと，また，学校事故等により子どもの命が失われることは絶対にあってはなら
ない。「命，すなわち心と体を大切にする子どもを育成できているか」，「子どもの内面から発せられる様々
な表情や声に目を向け耳を傾けられているか」という原点に全教職員が常に立ち返るとともに，子どもの
命を守りきるための教職員体制となっているかを確認する。また，全教職員が教育活動に内在する危険を
理解し，適切な指導を子どもに行うことで事故の発生を防ぐとともに，定期的な点検と日常の気づきで学
校施設等の危険箇所をいち早く発見する。さらに，日頃から実地を含めた訓練や研修を行うことで，万一
事故が発生した際に適切な救護措置をとれる組織体制を構築し，子どもの命を守りきる教育活動・学校
運営に徹する。 

②  子ども一人一人が，大人や友人など，あらゆる人間関係の中で大切にされているという実感を持つこと，
そして，安心して自分の力を発揮できる場が設定されていることが，真に子どもの命を守り育む学校教育
を進めるうえで欠かすことのできない視点であることを全教職員が認識する。また，体罰は人間の尊厳を
否定する行為であり，絶対に許されないことを常に念頭に置いた組織的な指導を徹底し，子どもが安心し
て学べる環境を確保する。 

③  いじめや薬物乱用をはじめとする問題行動，虐待や不登校，家庭の経済状況から生じる「困り」のある
子どもからの訴えについては，初期対応の重要性を理解し，先入観を持つことなく，ささいな兆候や懸念
であっても，教職員個人で抱え込まずに校内で報告・相談するなど，情報の集約と共有を徹底し，「見逃し
のない観察」「手遅れのない対応」「心の通った指導」を迅速かつ組織的に行う。 

④  子どもへの虐待について，「教職員は発見しやすい立場にあり，通告は義務である」ことを自覚し，日常
的な観察を組織的に行うことを徹底したうえで，スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーとの
情報共有や健康診断等で早期発見に努めるとともに，虐待の疑いがある場合の迅速な対応及び児童相
談所や子どもはぐくみ室等との連携について，全教職員の共通理解を図る 1。 

⑤  新型コロナウイルス感染症のような経験したことのない新たな感染症に対しては，これまでの制度や慣
習が通用せず，社会全体の速やかな行動変容や持続可能な活動が求められる。学校においても，基本的
な感染予防対策を徹底するとともに，教職員が最新の知見をもとに感染症を正しく理解し，子どもが感染
のリスクを自ら判断し，それを踏まえた行動をとることができるよう，様々な教育活動において組織的・計画
的に指導する。 

⑥  地震・台風・大雨・火事等の災害は，身近に起こりうるものという考えの下，本市はもとより全国で発生し
た災害の教訓を踏まえ，これまでの取組及び「危機管理マニュアル」が現状に適したものになっているか
を点検しながら，研修や訓練を通して適宜その改善を図る。また，緊急時の保護者への連絡体制を整え，
迅速かつ的確な情報収集と発信を徹底する。 

さらに，学校教育全体を通して防災教育を展開する中で，子どもに災害に関する知識を身に付けさせる
とともに，危険に際して自らの命を守り抜くため主体的に行動する態度を育成する。また，子ども自身が災
害時に復旧，復興を支えるための「支援者」となる視点から，地域の一員として地域の防災・避難訓練等
への積極的な参加を促進し，安全で安心な社会づくりに貢献する意識を高める取組を推進するとともに，
学校が地域防災の拠点となることを常に意識し，人と人とのつながりを重視した地域コミュニティの形成
など，「京都はぐくみ憲章」の下，子どもを共に育む社会的風土づくりをより一層推進する 2。 

 
 
 

 1 学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き 

2 京都市防災教育スタンダード，京都市立学校防災マニュアル作成指針 

第２章 学校運営 ５つの柱 ～全教職員が進める確かな学校教育～ 
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２．『よりそい』～多様な子どもを誰一人取り残さない教育を進める～ 

①  子ども一人一人がかけがえのない存在であるとの前提に立ち，すべての子どもの多様な能力や個性
を生かし，また，これまで十分に発揮できなかった能力を開花させ，社会の中で活躍できる可能性を広げ
られるよう，学校が家庭・地域社会と連携しながら，子ども一人一人に丁寧に寄り添った行動を徹底する
とともに，個に応じた適切な配慮や支援を充実していく。 

②  どの子どもにとっても過ごしやすい学校・学級づくりやわかりやすい授業づくりは，子どもが安心して学
び育つために欠かすことのできない大切な基盤であることを全校的な組織体制の中で共通理解を図る。
また，学力向上や生徒指導，障害のある子どもへの支援，校種間連携・接続等の具体的な取組にあたっ
ては人権教育の４つの視点※も踏まえ，常に子ども一人一人の人権を保障することが教育の原点である
ことを自覚しつつ，ユニバーサルデザインチェック表やヒントブック等を活用しながら，教職員が連携して
見直しを進める 3。 

※ 1.人権としての教育   2.人権を通しての教育   3.人権についての教育   4.人権のための教育 

③  貧困をはじめ，様々な困難を抱えた子どもや家庭に対し，学力の定着・向上をはじめとした学校総体の
取組はもとより，スクールソーシャルワーカーの活用等により，児童相談所や子どもはぐくみ室，ＮＰＯ等，
他機関との日常的な連携を進めるなど，生まれ育った環境に左右されることなく，すべての子どもが社会
的に自立できるよう，きめ細かく対応する。 

④  不登校に関しては，まずは校内の登校支援委員会等での情報共有，「児童生徒理解・教育支援シート」
をはじめ，教育相談やスクールカウンセラーを活用するなど，初期の段階で適切に対応することで未然防
止に努める。不登校となった場合には，校内の登校支援委員会等でアセスメント（見立て）に基づいた検
討を行い，子どもの状況に応じて，休養の確保と登校とのバランスを考慮した適切な支援を行うとともに，
ICTの活用等を含め個に応じた学習支援や体験活動，不登校相談支援センターとの連携などにより，将
来の社会的自立を見据えた組織的・計画的な取組を積極的に進める 4。 

⑤   「障害者差別解消法」「障害を理由とする差別の解消の推進に関する京都市対応要領」を踏まえ，全
教職員が子どもたちの障害・特性の理解と的確な実態把握やそれに基づく指導・支援についての専門
性を高めるとともに，合理的配慮を包括した「個別の指導計画」等を必要とするすべての子どもに作成し，
ICT の活用等を含め，一人一人の教育的ニーズに応じた指導内容や指導方法の精選・創意工夫を徹
底する 5。 

⑥  医療的ケアを必要とする子どもについては，主治医や関係機関等と連携を行う中で，安全確保を前提
として，本人や保護者の意向を踏まえ一人一人の教育的ニーズに応じた指導や支援を行う。また，長期
間の入院や自宅での病気療養を余儀なくされる子どもについては，医療機関と連携しつつＩＣＴ機器を活
用した遠隔教育等の取組を推進する。 

⑦  日本語指導が必要な子どもの学びを保障するために，ICT の活用等を含め，主に来日直後の外国籍
や外国にルーツを持つ子ども等を対象とした特別の教育課程による指導を中心とした日本語指導や在
籍学級での適切な支援の在り方について，校内の共通理解を図り，全校体制での取組を進める 6。 

 

 

 

 

 
 

3 授業・学級・授業づくりのユニバーサルデザインチェック表（小学校）（中学校），「困りのある」生徒への具体的支援ヒントブック  

4 心の居場所づくりハンドブック 
5 障害を理由とする差別の解消の推進に関する京都市対応要領 
6 日本語指導の手引「特別の教育課程」による日本語指導がスタートしました！，「帰国・外国人児童生徒」の受け入れ手順，日本語指導が必要な 
子どもたちのための日本語の力，生活経験に応じた授業づくりの考え方・支援例集，「外国にルーツをもつ子どもたち（日本語指導が必要な子ど 
もたち）の教育」に関する，校内研修の進め方例・研修内容例 
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３．『つとめ』～教職員の職責を自覚し，研鑽することで，教育の質を高める 7～ 

①  全教職員が，教育という崇高な使命を担う者としての職責を深く認識したうえで，公私にわたり，社会
的責任と教育公務員としての責務を常に自覚した言動に徹し，子どもや保護者との信頼関係を確固た
るものとする。 

②  教職員は，自らの姿を通じて，子どもに人としての生き方を伝える身近な存在として，学校園で学び育
つ子どもにとって最大の教育環境である。「教職員の言動そのものが教育である」との認識の下，子ども
の主体的な学びを支援する伴走者として，教職員自身が社会の変化を捉え，生涯を通じて探究心を持ち
つつ，自律的かつ継続的に学び続け，より人間性や創造性，専門性を高めていく。 

③  教職員同士が学び合い，高め合い，相談し合える，風通しのよい職場づくりや，教職員自身の健康の
保持・増進が，子どもの健やかな成長はもとより，すべての教育活動や学校運営の充実に欠かせないこ
とを教職員一人一人が改めて認識する。 

④  京都市「学校・幼稚園における働き方改革」方針の下，教職員一人一人が自らの働き方や資質・指導

力向上に向けた意識改革を進める。各学校園においては，行事の精選や会議の効率化，ICT をはじめ校

務支援システムや総合教材ポータルサイトの有効活用等による校務の効率化，部活動での適切な休養

日・練習時間の設定，ＰＴＡ活動や地域協働活動における役割分担など，日々の業務の見直しを恒常的

に行う。また，週休日の振替や年次休暇等の取得の徹底など，教職員が生き生きと働くことのできる環境

づくりのための，持続可能な指導・運営体制の構築を通じて，教職員一人一人の学びを充実させる時間

を確保し，教育の質のより一層の向上を図る。 

⑤  教職員の資質・指導力向上にあたっては，「京都市教員等の資質の向上に関する指標」等（以下，「指
標」と言う。）に照らし，計画的な研修に努めるとともに，社会との接点を広げながら学校園内外の様々な
経験を通じて自己研鑽し，自ら学ぶ意欲と広い視野を持ち続ける中で，より確かで幅広い力量の向上を
図る。 

⑥  校園長は，「教職員は学校現場で育つ」という考えの下，指標や教職員評価・学校評価を活用しなが
ら組織や個々の教職員の課題を明確にし，各種研修の計画的な受講とその成果の校園内への普及を図
る。また，教職員一人一人のキャリアを踏まえ，ＯＪＴを有効に機能させることで，学校園の核となるミドルリ
ーダー等の育成や，女性教職員の更なる活躍の推進を図るなど，校園内の体制を一層充実させる。また，
管理職やベテラン教職員が中心となり，子どもの見取りや授業での発問の工夫など，豊富な経験に基づ
く熟練の知識や技能を，あらゆる場面で中堅・若手教職員に継承する。 

⑦  各教科等において自ら課題を設定し，主体的に課題を解決し，振り返ることで，新たな学びにつなげる
探究的な学びを充実させるなど，「主体的・対話的で深い学び」の視点から，子どもの姿を丁寧に見取り，
単元構想や授業を見つめ直すとともに，公開授業・保育を積極的に行い，研究協議や参観者の意見・感
想から新たな学習活動の在り方に関する知見を謙虚に，そして柔軟に吸収するなど，常に授業改善や指
導力の向上に努める。 

⑧  ＧＩＧＡスクール構想の下，ICT の積極的な活用にあたっては，学習活動における子どもの思考や表現，
それらを共有し，発展させるプロセスの活性化，学習データの収集・分析・可視化による個に応じた学び
の充実，「いつでも」「どこでも」「誰とでも」といった学びの選択肢の拡大等の利点を最大限に生かして
いくことが求められる。そのために，教職員は子どもの健康面への影響にも留意しつつ，すべての子ども
の可能性を広げるという認識の下，子どもが日常的・主体的・効果的な学びを進めることができるよう指
導したり，教材研究・評価・校務等に ICT を活用したりするうえで必要となる ICT 活用指導力の向上に
努める。8 

 

 

 

7 京都市「学校・幼稚園における働き方改革」方針，京都市教員等の資質の向上に関する指標，京都市 OJT 実践ガイドライン，授業力向上にむけ 
て大切にしたい視点，実践すれば必ず変わる 校内の研修・研究の効率化・活性化 １５の方策 

8「誰がためにＧＩＧＡはある～For Whom the GIGA comes～」，学びのコンパス「ＧＩＧＡスクール特集」，「はじめよう！オンライン教育プロジェクト」 
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４．『ひろがり』～カリキュラム・マネジメントの視点をもって社会に開かれた教育課程を実現する 9～ 

①  「社会に開かれた教育課程」の下，カリキュラム・マネジメントの視点をもって「よりよい学校教育を通じ
てよりよい社会を創る」という目標を地域全体で共有し，ＰＴＡ等の活動や地域・企業・大学・ＮＰＯ・行政
機関等とより一層の連携・協働を図る。子どもの実態や課題，保護者や地域の願いを的確に捉え，学校
教育目標を設定し，子どもが身に付けるべき資質・能力や学ぶべき内容などをわかりやすく示すとともに，
学校運営協議会を通して地域・保護者の学校教育への参画を促すなど家庭・地域と同じ方向性を持ち
ながら，地域の教育力等を生かした学習を積極的に展開し，学校教育目標の達成を目指す。 

②  「京都はぐくみ憲章」の理念の下，学校・家庭・地域が相互に高め合う中で，子どもを共に育む当事者
としての認識を深め，地域とともにある学校づくりを着実に推進する。そのために，ＰＴＡや学校運営協議
会，学校評議員の学校運営への参画を一層拡大するとともに，学校評価システムを適切に機能させなが
ら，自由参観や広報活動など，学校教育活動の情報発信を進め，学校としての説明責任を果たし，学校
運営協議会や学校評議員による「学校関係者評価」が，それぞれの取組の改善策の提起も含めたもの
となるよう，その意義・目的の周知徹底に努める 10。 

③  地域と連携した京都ならではの伝統文化教育や環境教育，体験活動やボランティア活動，探究的な
学習等，京都の市民力や地域力，文化力を生かした学びを「ＳＤＧｓ」の視点から捉え，持続可能な社会
の実現を意識させるなど，学校と社会との結び付きを実感させながら，子どもが自らの生き方を考え，目
的意識をもって将来を見通し，その実現に向け努力する態度や意欲を培う取組を系統的に実践する。 

④  「社会に開かれた教育課程」を確かなものにし，地域社会とのつながりを意識した幅広い視点からの
教育活動を推進するため，子どもや学校，地域社会の実態を踏まえた学校教育目標を定める。その達成
に向け，各教科等の教育内容を相互関係で捉える教科等横断的な視点で，カリキュラムを組織的に編
成し，校内外の人的・物的な資源を活用しながら評価・改善・充実の好循環（ＰＤＣＡサイクル）を展開す
るカリキュラム・マネジメントを確立する 11。 
・ 校長は，教育課題を明らかにし，その課題の解決に必要な教育課程を編成し，その効果的な実施を支

える校務分掌や予算など，学校運営体制を組織的に確立する。 

・ 校長のリーダーシップの下，すべての教職員が，言語能力，情報活用能力，問題発見・解決能力等の
学習の基盤となる資質・能力の育成に向け，各教科等の教育内容の相互関係を理解し，学校教育目
標を踏まえた教科等横断的な視点を持ち，子どもの姿や各種データに基づき，教育課程を編成・実
施・評価・改善するＰＤＣＡサイクルを展開する。幼稚園においては，子どもの姿から日々の保育の課題
と成果を検証・評価し，週案の振り返りの記録を反映させ，年間指導計画の改善を図るＰＤＣＡサイク
ルを展開する 12。 

・ 全教職員が，学校評価はカリキュラム・マネジメントの重要な要素であることを認識し，目の前の子ども
の姿はもとより，各種調査や保護者アンケート等の指標も活用して，評価者の視点から自己評価を行
い，取組の進捗度・達成度を振り返ることで，よりよい学校，学級づくりに生かす。 

⑤  すべての幼稚園が，子育て相談や園庭開放の実施，地域の子育て支援センターとしての役割を果たす
とともに，社会全体で子育てを支えるうえで預かり保育が果たす役割を認識し，その充実を図る。また，幼
稚園や小・中・小中学校においては，「子どもを共に育む『親支援』プログラム」等を活用して家庭教育
講座を開催し，保護者に対する支援に努める 13。 

⑥  放課後まなび教室，児童館・学童保育所の取組，みやこ子ども土曜塾，青少年活動センター等での学
習会，地域行事などについて，地域や関係機関と情報共有を図りながら，保護者へ適切な情報提供を行
うとともに，子どもに必要な居場所や取組を提供する 14。 

 

 

 
 

9 学校と保護者のよりよい関係を目指して，京都はぐくみ憲章「行動指針」 
10 京都市学校評価ガイドライン［第３版］            11 カリキュラム・マネジメント 
12 京都市立幼稚園教育課程編成要領               
13 子どもを共に育む「親支援」プログラム   
14 放課後まなび教室のねらいと充実に向けて 
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５．『つながり』～校種間連携・接続により子どもを支える～ 

①   小・中学校等においては，小中一貫教育の推進に向け，共通の教育目標の設定や系統的な教育課程
の編成・実施など，「京都市小中一貫教育ガイドライン」に基づく取組を徹底する 15。 

②   小学校等においては，幼稚園，保育園（所），認定こども園等（以下「就学前施設」とする）との連携・
交流により，教育・保育内容や幼児期の学びと育ちを理解し，小学校期におけるスタート・カリキュラムの
充実を図る 16。また，幼稚園においては，就学前施設間の連携・交流を一層進める。 

    ・ 小学校等と就学前施設の教員・職員が，合同研修や公開授業・保育への相互参加等を通じ，それぞ
れの取組と子どもの成長過程の相互理解を図る。 

    ・ 運動会への参加や生活発表会への招待など，就学前施設の子どもと小学生とが交流する場面を設
ける。 

    ・ 小学校等と就学前施設間での，指導要録の活用，個別の情報交換などを通じて，入学児童のよいとこ
ろや得意なこと，課題等についての引き継ぎを行うことにより，学びと育ちを繋ぐ。 

 

 ③  高等学校においては，他校の研究授業への参加など，授業改善へ向けた取組を進める。また，オープ
ンキャンパスのほか必要に応じて，自校の特色や教育内容，学校生活の様子を伝えるなど，その魅力を
積極的に発信するとともに，それぞれの高校の教育活動やカリキュラム，指導方法の成果を他校種と共
有することで，その連携に努める。 

④   「生き方探究パスポート」等を活用した，系統的なキャリア教育を実践し，校種間での確実な連携・接
続を行う。併せて，子どもが学校での学びと社会や自己の将来とのつながりを見通し，よりよい人生や社
会を創造していくために努力する態度や意欲を培うことができるよう，特別活動を要としつつ各教科や総
合的な学習（探究）の時間の特質に応じた「生き方探究（キャリア）教育」の充実を図る 17。 

⑤   障害のある子どもについて，通級指導教室や育成学級，総合支援学校など多様な学びの場を活用し，
それぞれの教育課程の連続性にも留意しながら，一人一人の教育的ニーズに応じた指導や支援を推進
する。また，「就学支援シート」の活用や「個別の指導計画」，「個別の包括支援プラン」等を活用し，就学
前から在学中，卒業後の進路も見据え，家庭と教育と福祉の連携により，必要な支援等についての共有
を行い，切れ目のない指導や支援を推進する 18。 

⑥  すべての子どもが共に学ぶインクルーシブ教育の理念に基づき，子どもや保護者の願いと一人一人の

教育的ニーズに応じた就学支援・教育支援を組織的に展開するため，幼稚園，小・中・小中学校，高等

学校それぞれにおける発達段階や個々の特性に応じて，保護者や医療，福祉，保健，労働等の関係機関，

総合支援学校育
はぐくみ

支援センター，学校サポートチーム，高校通級特別支援チーム等との連携を密にし，総

合的・継続的支援を行う 19。 

⑦  すべての人が互いに認め合い，高め合うことができる共生社会の形成を目指し，幼稚園，小・中・小中
学校，高等学校，総合支援学校が一層の連携・接続や交流を進め，障害の有無に関わらず子どもたち
が共に学ぶ，交流及び共同学習の機会を積極的に設ける 20。 

 

 

 

 

 

 
 

15 京都市小中一貫教育ガイドライン（試案）           16「保幼小接続の推進」リーフレット ，「保幼小連携・接続」パンフレット 
17 生き方探究パスポート活用・指導の手引，京都市生き方探究（キャリア）教育スタンダード，「生き方探究・チャレンジ体験」の手引 ，「生き方探

究教育」教材・プログラム，「京都モノづくりの殿堂・工房学習」指導資料集，京都モノづくりものがたりビジュアル版，漫画 京都モノづくり列
伝 ，「自分らしい生き方を探究するための進路選択にむけて」リーフレット          

18 発達の特性等によって困りのある中高生のための指導・支援ガイド（第２版） 
19「障害のある子どもたちのよりよい就学先を求めて～京都市の就学相談」リーフレット，「～障害のある子どもたちの『はぐくみ』を支える～育

（はぐくみ）支援センター」リーフレット,知ってほしい！「高校通級特別支援チーム」リーフレット，京都市高校生サポート，就学支援シート 
20 障害のある子どもたちと障害のない子どもたちとの「交流及び共同学習」の推進のために       
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「京都市はぐくみプラン」（令和 2～6 年度）を踏まえ，子どもはぐくみ室をはじめ関係機関との連携の下，切れ

目のない子ども・家庭への支援を図っています。 

学校園で「困り」を抱える子どもや保護者，家族に対する支援施策等は各区役所・支所の子どもはぐくみ室に

ご相談ください。（参考資料「子ども・子育てに関する情報・相談窓口＊21」等もご活用ください。） 

 

※ 中学生への学習支援…生

活保護世帯等生活困窮世

帯やひとり親世帯の子ども

に対する学習支援事業（京

都市ユースサービス協会に

委託して実施） 

 

■子ども・家庭への支援体制  
～京都市子ども若者はぐくみ局から，学校園の先生に知っておいていただきたいこと～ 

21 子ども・子育てに関する情報・相談窓口 
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基本的な考え方 

○  本市の目指す子ども像の実現には，子どもたちの「主体性」と「社会性」の育成が不可欠である。その鍵を

握るのは，よりよい人生と未来を共に創る基盤となる「自ら学ぶ力」と「自ら律する力」の向上である。 

○  「自ら学ぶ力」は，子どもの興味関心，夢や希望等を原動力として育まれるものである。伝統文化教育や

自然体験活動等の学校教育活動をはじめ，家庭や地域での日常生活における多様な気づきや好奇心を

大切にし，子どもたちが「知りたい」「学びたい」という気持ちの高まりを感じ，一定の見通しを持ちながら粘

り強く学ぶ態度の育成や，自身の学びを振り返りさらなる学びにつなげ，学びの深まりや広がりを自覚でき

るような指導を通じて，学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力」を高め，子ども一人一人の

可能性を引き出し伸長させることが必要である。 

    そのためには，社会に目を向け，自ら問題を発見し解決できるよう，各教科等において身につけた知識や

技能を活用し，思考力・判断力・表現力等を発揮して試行錯誤しながら学びを深めていくといった探究的な

活動の充実やそうした学びにつなげるための言語活動，協働活動を意識した授業改善を図るなど，主体

的・対話的で深い学びの視点からの学びのプロセスを意図的に構築していくことが求められる。なお，その

際，ＧＩＧＡスクール構想の下，ＩＣＴの活用と教職員や子ども同士の交流等によってつながりを実感できる対

面のよさを生かしたこれまでの教育実践とを効果的に融合させ，より質の高い学びを目指す必要がある。 

○  「自ら律する力」は，多様な他者や地域社会とのかかわりを通じて，自分以外に広い世界があることを 

知り自分を客観的に認識することで醸成される豊かな人間性等である。その育成に向けては，様々な体験

活動をはじめ，生徒指導の三機能※を生かした教育活動の推進を通して，すべての子どもが自己肯定感や

自己有用感等の自尊感情を十分に持つ中で，自らの目標を設定し，自分で考え判断し行動できるよう自

己指導能力を高めるとともに，他者を理解し思いやり，さらには他者の立場に立って考え行動し絆を深める

共感能力を培うことが求められる。 

※  自己決定の場を与える ， 自己存在感を与える ， 共感的な人間関係を育成する 

○  そして，知・徳・体を一体で育む学校園全体の教育活動の中では，子どもたち一人一人が考え，悩みな

がらも，互いのよさを見出すことで，自分や他者が共感できる目標を共に探り，その目標に向かって行動す

る学びを展開する。そうすることで，子どもたちの個性が響き合い，生き生きと輝く社会を創造していこうとす

る意欲や態度が芽生えてくる。このように，「自ら学ぶ力」，「自ら律する力」が一体となって高まり合うことで，

「主体性」や「社会性」はもとより，自らがよりよく生きるための力が育まれる。それは，あらゆる主体が，未来

志向の価値観でつながり，矛盾や対立を克服して，共によりよい未来社会を描き，その実現に向けて，連

携・協働していく SDGｓと軌を一にするものである。 

○  こうした認識の下，各学校園においては，次頁以降に示す校種別の重点項目を踏まえ，組織的かつ計画

的に日々の教育活動の質の向上を図り，保護者や地域との連携・協働を深める中で，子どもの姿や地域の

状況に応じた創意あふれる取組が展開されることを強く期待する。 

 

子どもの「主体性」と「社会性」の育成を目指し， 
「自ら学ぶ力」と「自ら律する力」を 
学校・幼稚園全体の教育活動の中で高める 

第３章 令和３年度 重視する視点 



9 
 

 

 

 

 

 

１．子どもが主体的に遊ぶ姿を重視する 22 

①  自発的に身近な環境にかかわり，夢中になって遊ぶことで様々な学びを得ることが幼児期の発達の特徴で 
あることや直接体験の重要性を踏まえ，一人一人の興味関心への理解と具体的な行動の予想に基づき，ＩＣＴ 
機器等も活用しながら，子どもの主体的な活動の幅を広げたり促したりする計画的な教育環境を構成する。 

②  「安心・安定」「自己発揮」「協同性」を軸にした３歳児から５歳児の発達の過程を捉え，“子どもが夢中
になって遊び込む”ことを重視した保育を推進する。 

③  幼児期は心と体の発達が密接に結びついている時期であることを踏まえ，子どもが十分に体を動かして
主体的に遊ぶ楽しさが感じられる保育を展開する。 

２．小学校期の学びにつなぐ「学びに向かう力」を育む 

①  小学校期以降の学習につなぐ視点で「幼児期における見方・考え方」「幼児期に育みたい資質・能力」
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」※「幼児期における主体的・対話的で深い学びの実現」等の具体
的な主題を定めた園内研修と，「学びに向かう力」の育成を意識した保育を推進する。 

②  家庭との連携の下「親子で絵本！」の活用を促進する等，子どもが，親や教職員と触れ合いながら絵本
や物語などに親しみ，興味をもって見たり，想像する楽しさを味わったり，様々な言語を見聞きしたりすること
などを通して，言葉に対する豊かな感覚を育む取組を推進する 23。 

③  ５領域（健康・人間関係・環境・言葉・表現）で示されたねらいや内容を踏まえた実践を通して，「幼児期の
終わりまでに育ってほしい姿」※を小学校等と共有することにより，円滑な接続を図る。また，幼稚園が小学校
期以降に育むべき資質・能力の基礎を総合的に育成していることを，公開保育等により，近隣の保幼小に積
極的に発信するなど，保幼小の円滑な連携・接続を推進する公立幼稚園の役割を意識した取組を進める。 

※ 1. 健 康 な 心 と 体    2. 自 立 心    3. 協 同 性    4. 道 徳 性 ・ 規 範 意 識 の 芽 生 え   5. 社 会 生 活 と の 関 わ り   6. 思 考 力 の 芽 生 え   
7.自 然 と の 関 わ り ・ 生 命 尊 重    8.数 量 や 図 形 ， 標 識 や 文 字 な ど へ の 関 心 ・ 感 覚     9.言 葉 に よ る 伝 え 合 い      10.豊 か な 感 性 と 表 現 

     なお，これらの姿は，それぞれの項目が個別に取り出されて指導されるものではない。また，幼児教育は環境を通して行うものであり，とり

わけ幼児の自発的な活動としての遊びを通して育っていくことに留意する必要がある。 

３．自己発揮と自己抑制の調和のとれた自律性(折り合う心)を育む保育を推進する 

①  基本的な生活習慣を形成することが，子どもに自信と自立心を育み，自己発揮できる素地を作ることを意識
し，家庭と連携しながら一人一人に応じた援助を行う。 

②  幼児期は，信頼する教職員に受け入れられ，見守られているという安心感の下，自らの世界を広げ自己発
揮していく時期にあることを踏まえ，自身が大切にされていることが実感できる保育を推進する。 

③  人に対する信頼や思いやり，決まりを守ろうとする気持ちは，子どもが他者との関わり，自己主張のぶつかり
合いによる葛藤などを通して，互いに理解し合う体験や一緒に活動する楽しさを味わう体験を重ねる中で，次
第に育まれるものであることを踏まえ，発達に応じた人との関わりを重視した保育を展開する。 

④  地域の人をはじめ様々な人と交流し，親しみを感じ，社会の一員として必要な公共心の芽生えを育む保育を
推進する。 

 

 
 

幼稚園期における「自ら学ぶ力」 

  身近な環境に主体的に関わり，いろいろな活動や遊びを自らの興味・関心や仲間との協同性の中で楽しみ，満

足感や達成感を味わいながら，自信をもって諦めずにやり遂げることのできる力 

幼稚園期における「自ら律する力」 

  自己表出や葛藤を十分に経験する中で，自分の気持ちに折り合いをつけて相手の立場に立って行動したり，し

てよいことと悪いことを理解し，よりよく生活するために決まりを作ったり守ったりしようとする力 

22 未来につながる力を育む京都市立幼稚園，幼稚園版家庭教育の手引き「家庭を学びの環境に」 
23 読書ノート「親子で絵本！」 

幼稚園 
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１．主体的・対話的で深い学びを重視した授業を通して，学びの質を高める 24 

①  「主体的・対話的で深い学び」を重視した授業を展開し，各学校で明確化した「育成すべき子どもの資
質・能力」を培う。また，授業のめあて・見通しの確認や，まとめと振り返りを徹底することで，学習したことの
価値や自分にとっての意義を確認できる授業を展開し，意欲的な学びを引き出す。 

②  各教科等においては，教科等横断的に培うべき資質・能力の育成も踏まえ，習得・活用・探究という学び
の過程の中で，教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせるなど，知識をつなげ深く理解したり，考え
を形成できる「深い学び」に至るよう単元や題材等の構成をデザインし，授業の質を高める。 

③  学校全体で学習効果を最大化するためのカリキュラム・マネジメントを確立し，子どもが主体的に学ぶ授
業への改善という視点から校内研修・研究協議を充実させる。 

④  ＧＩＧＡスクール構想の下，学習の基盤となる資質・能力の一つである「情報活用能力」を育てるために，
子どもの発達段階に応じてＩＣＴ機器を活用した学習場面を設定するなど，これまでの教育実践と ICT 活
用を適切に組み合わせていくことで，協働的な学びと個別最適な学びをともに実現させる。 

２．日々の授業と家庭学習との連動を通して，自学自習の習慣化を図る 25 

①  小学校期においては，家庭学習の大切さや内容・方法についてわかりやすく指導するとともに，提出物の
内容や時期などについて家庭との連携・協力を図りながら工夫する。また，与えられた課題に取り組むだけ
ではなく，ＩＣＴ機器や自主学習ノート等を活用して，自らが課題を選択し，予習・復習に取り組むなどの学
習計画を立て実行できるようにする。 

②  中学校期においては，自主的な家庭学習の定着，充実を図るため，学年・教科との連携の下，ＩＣＴ機器
も活用し，予習や復習の意義と方法を指導するとともに，授業と連動させながら学習課題の内容と提示方
法を工夫・改善する。さらに，自分が必要とする学習課題を的確に選択して取り組む能力や態度を育成する
ため，子ども自らに，学習・生活について主体的・継続的に管理する計画表を作成させる。 

３．自他を大切にし，「公共の精神」に基づく態度を育む 

①  子どもの発達の段階に応じて，命を大切にする心や他人を思いやる心，感動する心など，豊かな人間性
や自尊感情の高揚とともに，人権尊重の精神と態度の育成や，互いを認め合い励まし合う集団作りに向け，
子どもの主体的・自発的な活動を尊重しつつ，児童会・生徒会活動の活性化などの指導を徹底する。また，
いじめはもちろん，ＳＮＳをはじめネットを介した誹謗中傷は絶対に許されない人権侵害であることを認識さ
せる。 

②  地域をはじめ，様々な人々と交流する体験活動等を通して，人のために役立つことや多様な人々と共生す
ることの大切さを実感し絆を深め，社会の一員として必要な公共心や公徳心，生命を尊重する心を育てる。
また，持続可能な社会の実現に向けた様々な課題の解決を目指すなど，社会に主体的に参画する意識と
行動力を育む。 

③  社会におけるルールや法の重要性だけでなく，人として許されない行為についての指導を徹底するととも
に，健康の保持増進や望ましい生活習慣の実践，飲酒・喫煙・薬物乱用等の有害性についての，正しい知
識を身に付けさせ，自分で正しい判断を行い自律的な行動ができるよう指導を徹底する。 

 24 主体的・対話的で深い学びの実現に向けて【試案】 
25 自学自習のすすめ 

小・中学校期における「自ら学ぶ力」 

  学ぶことに興味や関心を持ち，自己の進路や将来の生き方と関連付けながら目標実現への見通しをもって粘り

強く取り組むとともに，自己の学習活動を振り返り，自らの学びをよりよい方向に調整し，他者とも協働できる力 

小・中学校期における「自ら律する力」 

地域・社会との関わりの中で，他者への思いやりや寛容，人と人との絆の大切さを実感し他者と協調しつつ，自ら

の生活や人生，地域・社会をよりよくするため，時と場に応じた正しい判断と行動ができる力 

小・中・ 
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１．学校教育目標や育てようとする資質・能力に根ざした授業改善を推進する 

①  新学習指導要領における新しい３観点による評価を記録する機会を設けることを通して，各教科・科目の
指導と評価の一体化を一層推進し，より生徒の成長に主眼を置いた授業改善を図る。 

②  総合的な探究の時間が，教育目標を実現する教育課程の要であることを全教職員で共通認識し，生徒
が興味・関心や自己の在り方生き方にとって意味のある探究課題を設定し，活動に取り組めるよう，指導力
の向上に努める。 

③  教育活動全体における特別活動の意義や役割を再認識するとともに，ホームルーム活動，生徒会活動，
学校行事それぞれの目標を全体計画によって明確にすることで，生徒の自主性や創造性を最大限に高め
られるよう活動内容を充実させる。 

④  ＩＣＴを教育の大きな転換期における学びの基本ツールと位置付け，より効果的・効率的な授業展開と豊
かな学びの実現に向け，指導に必要な知識や技能を身につけるとともに，教科ごとに活用の方法や場面に
に関する共通の取扱いを定めて積極的に授業に取り入れる。 

２．一人一人を大切にする視点から，個に応じた支援・指導や学習意欲の向上に取り組む 

①  本市の全教育活動の基盤である「一人一人の子どもを徹底的に大切にする」という理念の下，生徒との
様々な関わりにおいて，一人一人に丁寧に寄り添い，スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等
の専門職と連携しながら，個に応じた適切な支援や指導を組織的に行う。 

②  ＩＣＴが多様な生徒にとって，本人ならではの学びの在り方を実現し，孤立せず他者と学び合うためのツ
ールであると捉え，情報モラルはもとより，ＩＣＴと生涯にわたって適切に向き合っていける態度や技能を育成
することを通して，校内外での積極的な活用を支援する。 

③  生徒一人一人が自己の在り方生き方や進路について考察する機会を確保するとともに，生き方探究パ
スポートの活用を通して，学びの成果を実感し将来展望を明確にすることで学習意欲を向上できるよう，個
に応じてキャリア発達を適切に支援する。 

３．新学習指導要領実施を各校の将来計画の中に位置づけ，学校改革を具体化する 

①  新学習指導要領の実施に備え，現行の教育課程の教育実践の成果と課題の検証を通して自校の特色
や強みを明らかにし，新しい教育課程に向けてより一層魅力的な特色ある学校づくりを進める。 

②  自校の存在意義や社会から期待される役割を踏まえ，未来を見据えた学校像についての共通理解を図
ったうえで，学校の教育活動の入口から出口までの一貫した方針(スクール・ポリシー※)を策定し，実施体
制を再構築する。 

   ※①育成を目指す資質・能力に関する方針（グラデュエーション・ポリシー）（仮称），②教育課程の編成及び実施に関する方針 

（カリキュラム・ポリシー）（仮称），③入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）（仮称） 

中央教育審議会新しい時代の高等学校教育の在り方ワーキンググループ審議まとめ(令和 2 年 11 月 13 日)より 

③  人間としての在り方生き方に関わる道徳教育の重要性を再認識し，学校総体としての道徳教育の推進
を目指す全体計画に基づき，道徳教育推進教師を中心に，教職員一人一人がそれぞれの教育活動の役
割や相互の関連性を確認しながら実践する。 

 

高等学校 

高等学校期における「自ら学ぶ力」 

学ぶことの楽しさを発見し，高校での学びを自らの興味・関心や今後のキャリアの展望と関連付けて捉え，学びの

振り返りと見通しの機会を通して学習成果を実感し，自己を変革し続ける力 
 
高等学校期における「自ら律する力」 

  他者と関わる中で，一人一人の多様性に触れることを通して自己理解と他者理解を深め，社会で共に生きる存

在として互いを認め合い，協働して物事を成し遂げる力 
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１．子どもを「できる存在」として捉え，できる姿を通して「生きる力」を育む 

①  子どもの障害の状態や特性及び発達の段階等を十分に考慮して，基礎的・基本的な知識・技能の習得
と，これらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等，「生きる力」につながる資
質・能力を育む取組を進める。 

②  子どもが自ら学習課題に気付いたり，学習活動を選択したりする機会を設けるなど，子どもの興味・関心
を生かした自主的・自発的な学習を促し，子どもの主体性を引き出す。 

③ 子どもが見通しを立てたり，振り返ったりする活動を計画的に取り入れ，達成感を味わうことができる活動
を進める。 

④  一人一人のニーズに応じた教育の充実を図るため，個別の包括支援プランの活用を核として，子どもの
「生きる力」を育成する指導と支援を進める。また，子どもの自立と社会参加の視点をもって，ＰＤＣＡサイク
ルを通して常に検証することにより，教育課程を組織的かつ計画的に改善していく。 

⑤  カリキュラムの編成にあたっては，各学部や各段階，幼稚園，小・中・小中学校，高等学校とのつながりに
留意して指導内容を検討し，学びの連続性を重視する。 

⑥  子どもからの自発的な他者への働きかけや発信を促すために，ICT 機器等も有効活用しながら，一人一
人の障害の状態，特性に応じた意思の伝達や環境の把握を補完・充実を進める。 

２．地域社会と協働して，社会に生きる子どもを育む 

①  保護者・学校・就学前施設，医療・福祉等の関係機関との連携の下，子どもの生活年齢と学校卒業後の
将来の姿を踏まえた長期的な視点で教育的支援を行い，社会の中で自分の役割を果たしながら自分らし
い生き方を実現できるよう子どもの可能性を最大限に伸ばす。 

②  交流及び共同学習や地域での様々な人々との関わりを通して，社会性やコミュニケーション能力の育成
を図るとともに，共に尊重し合いながら協働して生活していこうとする態度の育成を図る。 

③  子どもが，生涯を通じて社会や地域と関わりながら豊かな生活を営むことを目指し，主体的にスポーツや
文化芸術活動に親しむなど，生涯学習への意欲を高める教育活動に取り組む。 

④  地域での貢献活動や協働活動，事業所や企業における実習等，自立と社会参加につながる取組を推進
することにより，子どもが主体的に様々な活動に挑戦してみることや多様な他者と協働することの重要性等
を実感し，社会に参画する意欲を高められるようにする。 

３．自立と社会参加の実現に向けた生活態度や規範意識を育む 

①  子どもの発達の段階や生活年齢，健康の状態に応じて，日常生活習慣や遊び，公共の場での活動，事
業所や企業における実習等の具体的な場面を通して，自立と社会参加に向けて必要な態度，規範意識を
身に付けられるようにする。 

②  学校内や地域等での活動を通して，子どもが自己肯定感や自己有用感等の自尊感情を高め，幅広い
人間関係を形成し，周りの人との信頼関係を築いたり，深めたりする力を育む。 

③  子どもの発達の段階や生活年齢に応じて，社会的に許されない行為を理解し，自他を大切にする行動
ができるよう，学校生活全体を通して道徳性の涵養に努める。また，家庭や医療・福祉等の関係機関との連
携を図りながら，生活の中で生じる諸問題を解決するための判断，方法，意思を身に付けられるようにする。 

総合支援学校における「自ら学ぶ力」 

  それぞれの発達と障害の状態に応じて，自らが取り組んでいることの目的や意味を理解し，自らの意思で行動を

起こしたり，その意思を伝えたりする意欲・主体性の基盤となる力 

総合支援学校における「自ら律する力」 

  それぞれの生活年齢に応じた学校生活や社会生活の実現につながる，規範意識を含む社会性や，人と関わって

いく力 
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〇 「生きる力」は，学力の三要素（確かな学力）を含めた知・徳・体から成るものである。学習指導要領にお

いても，総則に「生きる力を育むことを目指す」と明記されており，「生きる力」が確かな学力，豊かな心，健

やかな体の「知・徳・体」で構成されることについてはこれまでと変わりはない。 

〇 一方，予測困難な未来社会にあっては，答えのない問いに対し，多様な他者と協働する中で，試行錯誤し

ながら，状況に応じた納得解を生みだし，実行・検証・再挑戦していく力が求められている。 

〇 このため，「生きる力」を育むことを目指すにあたっては，学校の教育活動のすべてを通して，以下の「資

質・能力の三つの柱」を偏りなく育成することが必要である。 

（１）何を理解しているか，何ができるか：知識及び技能 

（２）理解していること・できることをどう使うか：思考力，判断力，表現力等 

（３）どのように社会・世界と関わり，よりよい人生を送り，それぞれの立場で社会に貢献するか：学びに向かう力，人間性等 

〇 本章では，確かな学力，豊かな心，健やかな体の育成に関する取組を項目立てて整理している。「資質・能

力の三つの柱」の具現化の際に必ず留意すること。 

学習指導要領で育成を目指す「資質・能力の三つの柱」 

第４章 「生きる力」を育む１５の取組 

～知・徳・体の調和のとれた育成～ 

 
  
 
 
 

何を理解しているか， 

何ができるか 

理解していること・ 

できることをどう使うか 

実際の生活や社会で生きて働く 

知識及び技能 

未知の状況にも対応できる 

思考力，判断力，表現力等 

どのように社会・世界と関わり， 

よりよい人生を送るか 

学びを人生や社会に生かそうとする 

学びに向かう力，人間性等 

知「確かな学力」，徳「豊かな心」，体「健やかな体」 

を総合的にとらえて構造化 
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１．社会とのつながり・接続を実感できる授業
への改善 

① 学習活動の基本となる姿勢（学びの約束やルー
ル）を一人一人の子どもが確実に身に付け，意欲
的に学ぶ集団づくりに取り組む。 

② 子どもが自己の将来の生き方を見据え，「ＳＤＧｓ」
の理念も踏まえながら，学校での学びと社会との
つながりや，わかる喜びと学び合う楽しさを実感で
きる授業を目指し，常に効果的な指導方法や指導
体制の工夫改善を図る。その際には，家庭環境に
かかわらず，すべての子どもの可能性を最大限に
伸ばす視点を大切にし，取組を進める。 

③ 年間を見通して策定した教育課程や教育指導計
画により，学習指導要領の目標及び内容を踏まえ
て整理された観点別学習状況評価にもとづく各教
科の学習評価や，特別の教科道徳（道徳科），外
国語活動等，総合的な学習（探究）の時間，特別
活動についてそれぞれの目標や特質に応じた評価
の適切な実施，また「指導と評価の一体化」のさら
なる充実に努める。 

④ 幼稚園においては，発達や学びの連続性に重点
を置き，子どもの主体的な遊びを通して，興味・関
心・意欲を引き出し，好奇心・探究心・思考力・コミ
ュニケーション力・表現力・自己調整力等，小学校
期以降の学びにつなげる「学びに向かう力」を育
む 26。 

⑤ 小・中・小中学校においては，小中一貫教育の推
進の下，より緊密に連携し本市独自の教育課程指
導計画（京都市スタンダード）に基づく指導を徹底
するとともに，各学校の学力向上プランの進捗を検
証する。また，全国学力・学習状況調査や京都市小
中一貫学習支援プログラム（ジョイントプログラム，
学習確認プログラム）を十分活用し，結果分析を
踏まえた授業改善を図りつつ，９年間を見通した指
導を充実する 27。 

⑥ 高等学校においては，生徒の個性を尊重し，その
興味・関心及び適性や希望に応じた進路実現に
向けた取組を進める。また，高校教育の質の確保・
向上に向け，「何を教えるか」ではなく「どのような
力を付けるか」という視点から，指導内容とともに
学習方法や学習評価の在り方を研究，実践する。 

⑦ 総合支援学校においては，「個別の包括支援  
プラン」を活用し，一人一人の教育的ニーズに応じ
た指導・支援を進め，子どもの「生きる力」を育成 

 

 

 

 

 

 

する。とりわけ，自立と社会参加に向けて必要とな
る資質・能力を育む観点から，地域の企業，大学，
福祉施設等と連携した職場体験活動などと関連
付けた系統的なキャリア教育の充実を図る。 

２．基礎的・基本的な知識・技能の習得28 と 
言語活動の充実 29 

① 各学年で指導すべき基礎的・基本的な知識・技
能を，すべての子どもに確実に習得させる。 

② 知識・技能の習得にあたっては，既習の学習内容
との関連付けを重視するとともに，知的好奇心に支
えられ，実感を伴った理解となるよう，各教科等に
おいて，調べ学習，観察・実験，レポートの作成等の
活動を適宜取り入れる。 

③  基礎的読解力や数学的思考力，情報活用能力  
など，学習の基盤となり，これからの時代を生きて
いく上で求められる資質・能力を確実に育成する
ため，教科等の横断を意識しながら，小・中・小中
学校におけるプログラミング教育をはじめ様々な場
面においてＩＣＴ機器等を日常的・積極的・効果的
に活用した学習活動を一層充実させる 30。 

④ 国語科においては，言葉の果たす役割を的確に
理解し，論理的に思考し表現する語彙能力や互い
の立場や考えを尊重して伝え合う能力を培うととも
に，古典をはじめ，我が国の言語文化に触れて感
性や情緒を育む指導の充実を図る。 

⑤ 各教科等においては，それぞれの目標を実現する
ための手立てとして，国語科で培う資質能力と融
合させて，記録・要約・説明・論述・発表・討論等の
「言語活動」の，発達段階に応じた設定と内容の
充実，また，学習課題（めあて・目標）に応じた「ま
とめ」と「振り返り」の徹底等を通じて，思考力・判
断力・表現力等の効果的な育成を図る。 

⑥ 文章の内容を正確にとらえて読むための基礎的
読解力のほか，複数の情報の違いを見つけて対処
するとともに，情報の質や信ぴょう性を評価できる
能力の育成に向け，各教科等相互の関連や学年
の系統性を重視し，教育課程や指導計画の改善を
行う。 

⑦ 学校図書館を，「学習・情報センター」，「読書セ
ンター」として各教科等の指導計画の中に的確に
位置付ける。また，学習情報源として新聞を計画的
に活用することで，広く社会への関心を高める。 

 

 

 

 

26 未来につながる力を育む京都市立幼稚園 
27 子どもたちの学力向上をめざして，学びのコンパス 

28 情報教育スタンダード，京都市理科観察実験支援事業報告書，いきいき理科大好き推進校実践事例報告書，科学的な思考力を育成する観察・実 
験の在り方 

29 言語活動の充実に向けた研修資料，読書ノート・学校図書館活用ノート，第４次京都市子ども読書活動推進計画，各教科等における，系統的，計画 
的な学校図書館の活用 

30 京都市小学校プログラミング教育スタンダード 

「確かな学力」の育成 知 
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⑧ 令和元年度からの５年間を計画期間とする「第４
次京都市子ども読書活動推進計画」等を踏まえ，
切れ目のない読書活動の促進に向け，発達段階に
応じた支援を，家庭・地域等と連携して行う。 

３．探究活動を通した，主体的・対話的で 
深い学びの実現 31 

① 教育課程全般にわたり，自ら課題や疑問点を設
定し，調べ，解決しようとする過程を大切にした探
究活動を推進する。その際，こうした探究活動が次
なる課題や疑問を生み出す契機となるなど，探究
の過程が繰り返されるように留意する。また，子ど
もの学習意欲や知的好奇心，探究心を引き出し，
主体的に学習に取り組む力を身に付けさせるため
に，自然体験や社会福祉体験，職場体験活動，ボ
ランティア活動，生産活動（ものづくり等）といった
学習活動を推進する。 

② 京都ならではの伝統文化教育，環境教育，食育，
政治的教養を育む教育等においては，よりよい人
生や持続可能な社会の創り手の育成に向け，文化
庁の全面的な移転を見据えた多様な文化の創造・
発信，環境共生と脱炭素社会の構築など，京都の
都市特性や強みを踏まえ，目標やねらいを明確に
定めたうえで，体験活動や作業的活動，子ども同
士が互いの意見を深め合う活動など，多様な学習
形態を取り入れ，主体的・対話的に問題解決を図
る学習を進める。 

４．グローバル化時代に対応する実践的 
英語力の育成 

① 京都の素晴らしさや自らの考えを世界に発信で
きる英語力を育成するため，小・中・小中・高等学
校を通じた英語教育の充実を図るとともに，ＡＬＴと
のティーム・ティーチングをはじめ，日常的に英語に
触れる機会や，英語によるコミュニケーションが求
められる環境を意図的に設定する。 

② 小学校期においては，実際に英語を用いて互い
の考えや気持ちを伝え合う言語活動を通してコミ
ュニケーションを図る素地・基礎となる資質・能力
を育成することを目指す。低・中学年で，聞くこと，
話すことの言語活動の充実を図った上で，高学年
では聞くこと，話すことに加え，読むこと，書くことの
言語活動の充実を図り，中学校期との円滑な接
続を目指す。また，低学年では本市独自に英語活
動を実施し，外国語学習への動機づけを高める。 

 

 

 

 

 

 

③ 中学校期の外国語科では，英語によるコミュニケ
ーションを図る資質・能力を育成するため，授業は
英語で行うことを基本とし，小学校期での学びを
踏まえつつ，学習した語彙や表現等を実際に活用
して，互いの考えや気持ちなどを英語で伝え合う対
話的な言語活動や，パフォーマンス課題等を重視
する。また，育成すべき資質・能力の到達度を効果
的に把握するため，すべての学校で「CAN-DO リ
スト」の形で学習到達目標を設定して，４技能をバ
ランスよく指導・評価する。 

④ 高等学校外国語科では，自らの考えや意見を発
信・提案するなど，積極的に活用する能力を養うと
ともに，英語による言語活動の充実・高度化に向け
た実践を積み重ねる。また，すべての学校において
「CAN-DOリスト」の形で設定した学習到達目標
を生徒や保護者に公表するとともに，到達状況を
効果的に把握，修正できる体制を確立し，４技能を
バランスよく指導・評価する。 

５．ＬＤ等支援の必要な子どもの学力向上 32 
 

①  個々の子どもの課題を明確にとらえ，行動面だけ
でなく学力面への支援を充実させる。そのために，
「個別の指導計画」等を活用し，子どもの特性を
全教職員が正しく理解して，規律ある生活習慣の
確立，学びの集団づくり，子どもの特性や教科等
の特質に応じたきめ細かな支援に基づく学力向上
に向けた取組を推進する。 

 
② 「ひらがな聞き取りテスト」等の発達段階に応じ

たアセスメントを実施するなど，読み書きに支援が
必要な子どもの実態を早期に把握し，個別に有効
な教材の使用や指導方法の工夫，ＩＣＴの活用な
どにより，子どもの実態に応じた適切な支援を行
う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

31 探究的な学習を充実させる総合的な学習の時間の単元展開 ，京都や地域で学ぶ強みを生かす子どもの育成－「伝統と文化」に係る学習の 
構想－，中学社会科における課題解決学習を充実させる学習モデル，政治的教養を育む教育を進めるにあたって 

32 発達の特性等によって困りのある中高生のための指導・支援ガイド（第２版），授業作りに活かす個別の指導計画の作成と運用，ひらがな聞き 
取りテスト 
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６．道徳教育の充実 33 

① 共によりよく生きるために，お互いの生き方や価
値観の違いを認め合うなど，よさを伸ばしつつ，共
通して守るべきものはしっかり身に付けていく，「し
なやかな道徳教育」の実践を推進する。 

② 公共心や公徳心，生命を尊重する心，感謝する心
等の道徳性を育てることをねらいとした活動，人間
としての生き方・在り方についての考え・自覚を深
め，自己の生き方についての考えを確立する活動
等を意図的・計画的に実施し，そうした力が子ども
の日常の行動に顕在化されるようにする。また，そ
の際，いじめの防止や安全の確保などにも資する
こととなるよう留意する。 

③ 幼稚園期においては，教員との信頼関係を礎とし
て，自己調整力や協調性，自尊心などのいわゆる
非認知的能力が育まれるとの認識のもと，他の幼
児との関わりの中で他人の存在に気付き，相手を
尊重する気持ちを持って行動するなど道徳性や規
範意識の芽生えを培う。 

④ 小・中・小中学校においては，校長の明確な方針
の下，道徳教育推進教師を中心に，全教職員によ
る校内体制を確立し，６月及び１０月を「道徳教育
推進月間」と位置付け，すべての学年・学級での公
開授業やホームページ，学校だより等を通して，家
庭や地域社会との共通理解，連携を深め，教育活
動全体を通じて道徳教育を推進する。 

⑤ 高等学校においては，校長が全体計画において
明示した道徳教育の方針に基づき，道徳教育推進
教師を中心に各教科等の道徳教育における役割
や関連性を検証しながら，全教育活動を通して道
徳教育を推進する。 

⑥ 道徳科においては，宿泊・自然体験，職場体験，
ボランティア活動などの体験活動や各教科・外国
語活動，総合的な学習（探究）の時間，特別活動と
の関連を図り，問題解決的な学習や道徳的行為に
関する体験的な学習等を取り入れるなど，多様な
実践活動を生かして，道徳的価値の理解を深める
指導の充実を図る。その際には，いじめや情報モラ
ルなどの喫緊の課題のほか，「ＳＤＧｓ」にも密接に
関連する環境や平和，人権等ＥＳＤ（持続可能な社
会づくりの担い手を育む教育）にかかる様々な課
題，また，中学校期においては，科学技術の発展と
生命倫理との関係等の課題にも留意する。 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
７．伝統文化や芸術を通じ，豊かな感性・ 
  情操を育む教育の充実 

① 茶道や華道をはじめ，様々な伝統文化体験等を
通じて，伝統文化を生み出し，守ってきた人々の長
い歴史と情熱，そのすぐれた知恵や技を受け継ぎ
伝えることの大切さを理解する取組を進める。さら
に，日本の食文化が，地域の食材や四季の移ろい，
節句や年中行事等実生活に根差していることや，
自らも伝統と文化を受け継いでいく担い手である
ことを実感できる取組を充実させる。 

② 芸術に関する教育においては，楽しさや美しさ，そ
のよさを味わう活動を充実させ，生涯にわたって芸
術に主体的にかかわっていく力や態度を育む。ま
た，感性と知識・技能や生活体験とが相互に作用
し合って，思考力，判断力，表現力を高めることを
重視しながら，創造性と豊かな情操を培う。 

③ 子どもが，乳幼児との触れ合いや，身近な動物・
植物に親しみ，育てることなどの直接的・具体的体
験を通じて命の温もりや尊さを感じたり，また，身近
な自然に対して主体的に働きかけ，自然の偉大さ
と生命との関わりを感じ，考えたりすることを重視し
た取組を充実させる。  

８．規範意識の育成 34 

① あいさつの励行，学習規律の徹底，基本的生活
習慣の確立，児童会・生徒会活動における指導等
を通して，子どもが望ましい人間関係を築き，集団
の一員として協力する態度を育成するとともに，法
やルールの重要性を自覚し，「守らされているもの」
という意識ではなく，自ら行動できる取組を推進す
る。とりわけ，子どもの自主的な活動の企画・実施，
関係機関と連携した薬物乱用防止教室や非行防
止教室等の実施により，社会生活を送るうえで人
間として当然持つべき規範意識を確実に身に付け
させる。 

② 問題行動に対しては「社会で許されない行為は，
学校においても許されない」という毅然とした姿勢
で指導を徹底し，積極的に家庭に協力を求めると
ともに，そうした行為に対して，子ども同士が正義
感を持って指摘し合える風土を醸成する。 

③ 情報モラルの学習は，各教科等の目標と連動さ
せながら，各教科等の情報を活用する場面におい
て行う。特に，情報社会における正しい判断や望ま
しい態度を育てる「心を磨く領域」とセキュリティの
知識・技術，健康への意識を育てる「知恵を磨く領
域」の内容をバランスよく系統的に指導する。また，
インターネット上での誹謗中傷やいじめ，子ども本
人の情報流出，不用意な発信等により，他者を傷
つけることがないよう，さらには，性的被害等から子
どもを守るため，正しい判断力を身に付けさせる。 

 

「豊かな心」の育成 徳 
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④ スマートフォンなど情報通信機器の普及による急
速な情報化が進む中，教職員がその機能や危険
性，さらには，ゲーム等も含め日常生活にも支障を
きたす恐れのある依存性等について正しく理解し，
指導する。 

９．多様性を理解する姿勢の涵養 

① すべての子どもが障害についての理解と認識を
深め，互いを尊重し共に成長し合う教育を推進す
る。「交流及び共同学習」の実施にあたっては，障
害の有無にかかわらず，すべての子どもが同じ目
標を持って共同で達成する学習の場等を意図的に
設定するなど，計画的，組織的に推進する。 

② 「京都市手話言語がつなぐ心豊かな共生社会を
目指す条例」や「心のバリアフリー」等の趣旨も踏
まえ，手話が言語であるとの理解や，点字，ユニバ
ーサルデザイン等に関する学習を発達段階に応じ
て進める 35。 

③ 「世界文化自由都市宣言」や「京都市立学校外
国人教育方針」及びその補足通知の下，民族や国
籍の違いを越えて，文化・伝統の多様性を認め，相
互の主体性を尊重し，共に生きる国際協調の精神
を子どもたちに培う活動を組織的，計画的かつ継
続的に実施する。その際，京都で学ぶ留学生，地域
に住む外国籍市民，海外在住経験者の協力や，海
外の学校との交流を通して，日本のよさを自らの言
葉や行動で伝えながら取り組むよう留意する。 

④ 文化・宗教上の理由等で，服装・食事・更衣等生
活面や，学校行事への参加等に配慮が必要な子
どもについては，個別の事情に応じ，本人や家庭の
意向を尊重した対応に努めるとともに，教職員や
周りの子どもの文化理解と受容性の幅を広げる環
境づくりを図る。 

⑤ 世界共通の文化であるスポーツに関する学習を
通じて，多様性尊重の精神や他者と協働する大切
さを学ぶとともに，東京オリンピック・パラリンピック
の開催を控える中，その歴史や意義，理念等を踏
まえ，平和と友好に満ちたグローバルな共生社会
等の構築や，国際的な視野を持って世界の平和に
貢献することの大切さ，さらには，アンチ・ドーピング
（ドーピング行為の防止に向けた活動）の視点等
も踏まえたフェアプレイの精神などについて学ぶ機
会とする。 

⑥ 性同一性障害や性自認・性的指向にかかる子ど
もへの支援にあたっては，教職員自身が正しい知
識を持ち，子どもが相談しやすい環境づくりに努め 

 

 

 

 

 

 

るとともに，個別の事案に応じ，子どもや保護者の
心情等に配慮した組織的な対応を行う。 

10．支え合い高め合う集団づくりの推進と絆
づくり 36 

① すべての子どもが他の人のよさを見つけようと努
め，互いに協力し合い，時には互いに指摘し合うな
ど絆を強めるとともに，自己肯定感，自己有用感等
の自尊感情を高める中で，自分の力を学級全体の
ために役立てようとする風土を創りあげる学級経
営を進める。また，一人一人の子どもの自己指導
能力の育成のために，あらゆる機会をとらえ，「自
己決定の場を与える」「自己存在感を与える」「共
感的な人間関係を育成する」という生徒指導の三
機能を意識した教育活動の推進を図る。 

② 児童会・生徒会活動等，子どもの主体的・自発的
な活動を重視するとともに，集団生活や集団活動
の楽しさを実感し，集団の一員としての役割を担い，
責任を果たす中で，自分への自信を培い，自己実
現につなげる指導を進める。 

③ 不登校状態の子どもへの支援のみならず，すべて
の子どもがいきいきと学び，友人関係を育むことが
できる魅力ある学校・学級づくりや心の居場所づく
りに向け，子どもとの信頼関係をしっかりと築くとと
もに，学校が一体となった情報共有や取組を進め
る。   

④ いじめが絶対に許されない人権侵害であることを
理解させ，自分の大切さとともに他者の大切さを
認め人権意識を高める取組とともに，その解決の
当事者として実践する機会を設ける取組の充実を
図る。 

⑤ 「京都市いじめの防止等に関する条例」「京都市
いじめの防止等取組指針」及び各学校において定
める「学校いじめの防止等基本方針」に基づき，い
じめはどこでもいつでも，どの子どもにも起こり得
るという危機意識の下，アンケート等の活用による
いじめ等の兆候の早期発見と情報共有，学校・家
庭・地域が連携した迅速かつ適切な対応及び再
発の防止について，全教職員の共通理解の下，
「見逃しのない観察」「手遅れのない対応」「心の
通った指導」を組織的に進める。 

⑥ 子どもの状況や学級実態を的確に把握し，スクー
ルカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等の
専門職との連携や，クラスマネジメントシートの活
用を積極的に進めるなど，多角的な視点を持って
対応する。    

 

 

 

 
 
 

33 京都市道徳指導資料集「ゆめいっぱい」（小学校）・「心の旅」（中学校），中学校道徳実践事例集，道徳教材・指導案集，考え，議論する道徳
を目指して，特別の教科 道徳 評価について，長期宿泊自然体験「活動資料集」～野外活動から野外教育へ～，花背山の家 長泊のしおり 

34 生徒指導部長の実践知，規範意識を育む活動プログラム例，子どもたちの自己実現に向けて，情報モラル指導カリキュラム，京都市いじめの防
止等取組指針，生徒指導ハンドブック，スマホ学習（携帯情報通信機器に関する学習）プログラム 

35 心をつなぐ手のことば手話で話そう！，手話ビデオ教材 
36 生徒指導の三機能チェックリスト，生徒指導部長の実践知，子どもたちの自己実現に向けて，規範意識を育むほめ方・叱り方 ，クラスマネジメン

トシート実施の手引 ，心の居場所づくりハンドブック，京都市いじめの防止等取組指針 
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11．運動やスポーツの実践と体力の向上 

①  運動する子どもとしない子どもの二極化の傾向
が続く中，東京オリンピック・パラリンピックの開催
を契機として，運動やスポーツに親しむ気運を高め，
その楽しさや喜び，達成感・成就感等を味わい，生
涯にわたって運動やスポーツを豊かに実践するこ
とができるよう，体育学習及び運動部活動のより
一層の充実を図る。 

② 「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準の
下，体育学習や部活動の実施にあたっては，組織
的・計画的な安全管理・健康管理を徹底する。また，
部活動の運営にあたっては，文化部・運動部を問
わず，各校種のガイドライン等に基づき，適切な休
養日や活動時間を設け，安全で，より充実した活
動となるよう学校全体で取組を進める 37。 

③ 幼稚園期においては，様々な遊びの中で，興味，
関心，能力に応じて全身を使って活動することによ
り，十分に体を動かす爽快感を体験させ，自ら体を
動かそうとする意欲を育てる。小学校期以降におい
ては，学習したことを実生活において生かすことを
重視し，自ら進んで運動やスポーツに親しむ資質
や能力を身に付けられるよう，校種間の接続及び
発達の段階を意識した指導を行う。 

④ 「全国体力・運動能力，運動習慣等調査（令和元
年度）」の結果において，全体的に本市が全国平
均を下回り，とりわけ反復横とびと上体起こしの数
値が低く，敏捷性，筋力・筋持久力に欠ける傾向が
あるなど，偏りのある体力実態の改善が喫緊の課
題となっている。また，新型コロナウイルス感染症の
影響も踏まえ，各学校の子どもの体力や運動習慣
等における特徴と課題を明確にし，家庭や地域と
の連携を図りながら，体力及び運動能力の向上に
向けた特色ある取組を推進する。その際，体育学
習や運動部活動はもとより，休み時間や放課後を
活用した取組や外遊びなど，教育活動全体を通し
て，子どもが楽しみながら運動に触れる機会を積
極的に設けるよう工夫する。 

⑤ 体を動かすことが，情緒面や知的な発達を促し，
集団的活動や身体表現等を通じてコミュニケーシ
ョン能力や論理的思考力を育むことにも資すること
を踏まえ，心と体を一体としてとらえた指導を行うこ
とにより，明るく豊かな生活を営む態度を育てる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12．保健教育の充実 38 

① 学校における新しい生活様式を踏まえ，生涯を通
じて自らの健康を適切に管理し改善していく資質・
能力を育成するため，発達の段階に応じて系統性
のある指導ができるよう，指導内容の体系化を図
る。 

② 食事，運動，休養・睡眠の調和のとれた生活習慣
を身に付けることが，心身の健やかな成長や健康
の保持増進につながることを理解させ，「早寝・早
起き・朝ごはん」等望ましい生活習慣を自ら実践す
る力を育てる取組を充実させ，保護者へ積極的に
働きかける。 

③ 新型コロナウイルス感染症のような新たな感染症
をはじめとする病気やけがに対して，その原因や予
防策を正しく理解し，リスクを自ら判断して行動をと
ることができるなど，自分自身の健康を保持・増進
しようとする意識と実践的態度を育てる。 

④ エイズや性感染症，望まない妊娠などの課題に対
応するため，発達段階を踏まえて，性に関する基礎
的・基本的事項を正しく理解させ，人間関係や現
在及び将来の生活において直面する性に関する諸
課題に対して，適切な意思決定や行動選択ができ
るよう指導を充実する。 

⑤ 性に関する指導にあたっては，ＳＮＳを通しての性
的被害など新たな課題もある中で，その内容や計
画について学校全体で共通理解を図るとともに，
保護者の理解を得ながら丁寧に進める。学習を実
施する場合には，発達段階，指導の目的や内容，
取扱いの方法等について十分に配慮して行う。 

13．飲酒・喫煙・薬物に関する指導 39 

① 飲酒，喫煙，薬物の有害性・危険性や医薬品につ
いての正しい知識を身に付けさせるとともに，生涯
にわたっての行動に結び付くよう，体育・保健体育，
道徳科，特別活動等での関連した指導や薬物乱
用防止教室の実施等を徹底する。 

② 大麻をはじめとする違法薬物は，「子ども一人一
人の身近に迫っている」という強い危機意識を，教
職員・保護者・地域が共有し，所持・譲渡等が違法
行為であることはもとより，一回の使用が常習性を
招き，自らの心，体，生命を脅かすだけでなく，家族
や友人などの人生を狂わせてしまう深刻な事態に
及ぶ危険性が大きいことを理解させ，薬物を勧め
られても子どもにその一線を越えさせないために，
学校組織全体で計画的な薬物乱用防止教育を推
進し，児童生徒が薬物乱用を拒絶する規範意識の
向上を図る。 

 

「健やかな体」の育成 体 
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14．安全教育の充実 40 

① 生涯を通じて安全で活力のある生活を送るため
の基礎を培うために，「生活安全」「交通安全」
「災害安全」の３つの領域について，学校安全計画
に基づき，学校教育活動全体を通じて計画的に指
導を行う。 

② 子ども自身が学校や地域において危険を予測し，
主体的に危険を回避する力及び適切に行動でき
る力を育成し，交通事故や水難事故，熱中症，転
落事故等，日常生活の中の様々な危険から自分を
守るための知識と判断力を身に付けることができ
るよう，計画的に安全教育の取組を推進する。 

③ 交通事故の加害者にも被害者にもならないよう
に，交通ルールを遵守した安全な自転車の乗り方
に関する指導を徹底する。また，事故を起こした場
合のリスクや社会的責任についての理解を図ると
共に，自転車を利用するすべての者を対象に自転
車向け賠償責任保険への加入が義務化されたこ
とを受け，保険加入について働きかける。 

④ 災害発生時の避難方法について確認するなど，
校外活動時や登下校中，休日における災害発生に
対しても適切に対応できるよう備える。特に海・山・
河川等での野外活動については現地下見を十分
に行い，安心・安全な活動が行えるように努める。 

⑤ 危機管理マニュアルに基づく研修や訓練を地域
とも連携して実施し，子どもの引き渡しの方法等，
具体的な対応について検討し，各家庭とも共通理
解を図っておく。 

⑥ 学校・家庭・地域が連携した自転車安全教室や
通学路の安全対策，犯罪や事故の抑止に向けた
取組，防災・避難訓練等への子どもの参画を促進
するなど，地域における人と人とのつながりを重視
した取組を通して，「安心で安全なまちづくり」の担
い手としての自覚を高める。 

 
⑦ 災害や学校園内外での事件・事故など緊急時を 

想定した対応訓練については，各学校園の実態や 
規模に応じて，時期や内容を工夫したり，関係機関 
と連携を図ったりしながら計画的に行えるようにす 
る。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

15．食に関する指導の推進 41 

① 食生活調査の結果も活用しながら，子どもの食
生活の実情に配慮するとともに，学校における新し
い生活様式を踏まえ，和やかな雰囲気の中で，み
んなと一緒に食べる喜びや楽しさを味わい，進ん
で食べようとする気持ちを育てる。 

② 小中連携の下，生涯にわたる心身の健康の保持
増進を目指して，学校給食を「生きた教材」として
食に関する指導を推進し，望ましい食習慣を育むと
ともに，心と身体の健康のために，何をどのように
食べれば良いかを選ぶ力（食選力）や，食にかか
わる人々と食物への感謝の心を育てる。 

③ 和食文化をはじめ，家庭・地域，学識経験者，専
門家等と連携した伝統的食文化の継承や「地産
地消（知産知消）」を推進するとともに，食生活の
改善に向けた意識や関心を高める各小・中・小中
学校の特色ある取組を推進することにより，食育の
充実を図る。 

④ 食物アレルギーのある子どもの学校生活を安心
安全なものにするため，すべての教職員が食物ア
レルギー・アナフィラキシーに対する正しい知識に
基づいた適切な対応がとれるよう，「京都市立小
学校における食物アレルギー対応の手引」等によ
る研修の機会を充実させる。また，保護者との連携
を密にしながら，校内組織の整備と関係機関との
連携を進める。 

37「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準，小学校における水泳指導の手引，小学校の水泳指導における安全管理指針，小学校部活動
（運動部）運営の手引，京都市立小学校運動部活動等ガイドライン，京都市立中学校部活動ガイドライン，京都市立高等学校部活動ガイドライ
ン 

38 学校保健の手引，性に関する諸課題について～児童生徒を取り巻く現状と基本的な対応に関する参考資料～，学校における「性に関する指
導」＜参考資料＞ 

39 薬物乱用防止教室実施に向けての指導資料，薬物乱用防止教育スタンダード 
40 学校安全の手引 （小学校，中学校），安全ノート（1・2 年指導用，3・4 年指導用，5・6 年指導用，中学校教師用），京都市立学校学校防災マ

ニュアル作成指針 
41 リーフレット「規則正しい食生活で未来を切り拓こう！」，日本料理に学ぶ食育カリキュラム指導資料集，小学校給食の手引き，京都市立小学校に

おける食物アレルギー対応の手引，小学校給食衛生管理マニュアル，「京都市選択制中学校給食」パンフレット・給食予約システム「ご利用案内」
令和元年度「中学校給食の充実及び食育の推進に関する実態調査」 
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参 考 資 料 



掲載頁 No 資料等の名称

教育課程指導計画（京都市スタンダード）

京都市立幼稚園教育課程編成要領・京都市立小学校教育課程編成要領・京都市立中学校教育課程編成要領
・京都市立高等学校教育課程編成要領・京都市立総合支援学校教育課程編成要領

京都市立小学校・中学校・小中学校育成学級教育課程編成の手引き（令和２年度版）

京都市環境教育スタンダード・ガイドライン

≪学校における≫人権教育をすすめるにあたって

2 1 学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き

2 2 京都市防災教育スタンダード

2・19 2・39 京都市立学校学校防災マニュアル作成指針

3 3 授業・学級・学校づくりのユニバーサルデザインチェック表（小学校）（中学校）

3 3 「困りのある」生徒への具体的支援ヒントブック

3 4 心の居場所づくりハンドブック

3 5 障害を理由とする差別の解消の推進に関する京都市対応要領

3 6 日本語指導の手引「特別の教育課程」による日本語指導がスタートしました！

3 6 「帰国・外国人児童生徒」の受け入れ手順

3 6 日本語指導が必要な子どもたちのための日本語の力，生活経験に応じた授業づくりの考え方・支援例集

3 6 「外国にルーツをもつ子どもたち（日本語指導が必要な子どもたち）の教育」に関する，校内研修の進め方例・研修内容例

4 7 京都市「学校・幼稚園における働き方改革」方針

4 7 京都市教員等の資質の向上に関する指標

4 7 京都市OJT実践ガイドライン

4 7 授業力向上にむけて大切にしたい視点

4 7 実践すれば必ず変わる　校内の研修・研究の効率化・活性化　１５の方策

4 8 「誰がためにＧＩＧＡはある～For Whom the GIGA comes～」，学びのコンパス「ＧＩＧＡスクール特集」，「はじめよう！オンライン教育プロジェクト」

5 9 学校と保護者のよりよい関係を目指して（学校問題解決支援チーム「提言」リーフレット）

5 9 京都はぐくみ憲章「行動指針」

5 10 京都市学校評価ガイドライン［第３版］

5 11 カリキュラム・マネジメント

5 12 京都市立幼稚園教育課程編成要領

5 13 子どもを共に育む「親支援」プログラム

5 14 放課後まなび教室のねらいと充実に向けて

6 15 京都市小中一貫教育ガイドライン（試案）

6 16 「保幼小接続の推進」リーフレット，「保幼小連携・接続」パンフレット

6 17 生き方探究パスポート活用・指導の手引

6 17 京都市生き方探究（キャリア）教育スタンダード

6 17 「生き方探究・チャレンジ体験」の手引

6 17 「生き方探究教育」教材・プログラム

6 17 「京都モノづくりの殿堂・工房学習」指導資料集

6 17 京都モノづくりものがたり　ビジュアル版，　漫画　京都モノづくり列伝

6 17 「自分らしい生き方を探究するための進路選択にむけて」リーフレット

6・15 18・31 発達の特性等によって困りのある中高生のための指導・支援ガイド（第２版）

6 19 「障害のある子どもたちのよりよい就学先を求めて～京都市の就学相談～」リーフレット

6 19 「～障害のある子どもたちの『はぐくみ』を支える～育（はぐくみ）支援センター」リーフレット

6 19 知ってほしい！「高校通級特別支援チーム」リーフレット

6 19 京都市高校生サポート

6 19 就学支援シート

6 20 障害のある子どもたちと障害のない子どもたちとの「交流及び共同学習」の推進のために

7 21 子ども・子育てに関する情報・相談窓口

9・14 22・26 未来につながる力を育む京都市立幼稚園

9 22 幼稚園版家庭教育の手引き「家庭を学びの環境に」

9 23 読書ノート「親子で絵本！」

10 24 主体的・対話的で深い学びの実現に向けて【試案】

 関連資料等一覧
　「学校教育の重点」の記載内容に関連する主な資料等をまとめました。学校指導課ホームページ（イントラネット）から資料を閲覧できますので，御活用く
ださい。（一部インターネット上では閲覧できない資料もあります。また，総合教材ポータルサイトのリンク先については，アクセス後に有効となります。）
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掲載頁 No 資料等の名称

10 25 自学自習のすすめ　

14 27 子どもたちの学力向上をめざして，学びのコンパス

14 28 情報教育スタンダード

14 28 京都市理科観察実験支援事業報告書，いきいき理科大好き推進校実践事例報告書

14 28 科学的な思考力を育成する観察・実験の在り方

14 29 言語活動の充実に向けた研修資料

14 29 読書ノート・学校図書館活用ノート

14 29 第４次京都市子ども読書活動推進計画

14 29 各教科等における，系統的，計画的な学校図書館の活用

14 30 京都市小学校プログラミング教育スタンダード

15 31 探究的な学習を充実させる総合的な学習の時間の単元展開

15 31 京都や地域で学ぶ強みを生かす子どもの育成　－「伝統と文化」に係る学習の構想－

15 31 中学社会科における課題解決学習を充実させる学習モデル

15 31 政治的教養を育む教育を進めるにあたって

15 32 授業作りに活かす個別の指導計画の作成と運用

15 32 ひらがな聞き取りテスト

16 33 京都市道徳指導資料集「ゆめいっぱい」（小学校），京都市道徳指導資料集「心の旅」（中学校）

16 33 中学校道徳実践事例集

16 33 道徳教材・指導案集－京都ゆかりの教材を用いて－

16 33 考え，議論する道徳を目指して

16 33 特別の教科　道徳　評価について

16 33 長期宿泊自然体験「活動資料集」～野外活動から野外教育へ～

16 33 花背山の家　長泊のしおり

16 34・36 生徒指導部長の実践知

16 34 規範意識を育む活動プログラム例

16 34・36 子どもたちの自己実現に向けて

16 34 情報モラル指導カリキュラム

16 34・36 京都市いじめの防止等取組指針

16 34 生徒指導ハンドブック

17 34 スマホ学習（携帯情報通信機器に関する学習）プログラム

17 35 心をつなぐ手のことば手話で話そう！

17 35 手話ビデオ教材

17 36 生徒指導の三機能チェックリスト

17 36 クラスマネジメントシート実施の手引

18 37 「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準

18 37 小学校における水泳指導の手引，小学校の水泳指導における安全管理指針

18 37 小学校部活動（運動部）運営の手引

18 37 京都市立小学校運動部活動等ガイドライン

18 37 京都市立中学校部活動ガイドライン

18 37 京都市立高等学校部活動ガイドライン

18 38 学校保健の手引

18 38 性に関する諸課題について～児童生徒を取り巻く現状と基本的な対応に関する参考資料～

18 38 学校における「性に関する指導」＜参考資料＞

18 39 薬物乱用防止教室実施に向けての指導資料，薬物乱用防止教育スタンダード

19 40 学校安全の手引（小学校，中学校）

19 40 安全ノート（1・2年指導用，3・4年指導用，5・6年指導用，中学校教師用）

19 41 リーフレット「規則正しい食生活で未来を切り拓こう！」

19 41 日本料理に学ぶ食育カリキュラム指導資料集

19 41 小学校給食の手引き

19 41 京都市立小学校における食物アレルギー対応の手引

19 41 小学校給食衛生管理マニュアル

19 41 「京都市選択制中学校給食」パンフレット・給食予約システム「ご利用案内」

19 41 令和元年度「中学校給食の充実及び食育の推進に関する実態調査」
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社会の大きな変化と新たな学び ～持続可能な社会を共に実現するために～ 

新型コロナウィルス感染症の拡大は，人々の命・生活・尊厳，すなわち人間の安全保障に対する未知なる脅

威をもたらすなど，私たちは，まさに予測困難な時代に生きていることを実感した。 

こうした中，２０２１年夏に開催予定の世界経済フォーラム年次総会（通称「ダボス会議」）で「グレート・リセッ

ト」がテーマに掲げられるように，予測困難な時代だからこそ，２０５０年までの「カーボンニュートラル」の実現な

ど，社会・経済・環境が調和した「よりよい復興」の希求，持続可能な社会の実現を合言葉に，あらゆる関係者

が一体となった変革が求められている。人を奮い立たせ，未来社会を創造することができるのは「人」であり，そ

うした「人」を育む営みである教育が果たす役割はますます重要になる。  

私たちは，社会全体で人づくりを大切にする風土，安心して自己成長できる風土が培われている京都ならで

はのはぐくみ文化を基礎に，くらしの文化・文化芸術・価値観等も含めた有形無形の優れた文化がもつ多様な

価値を生かし，さらにはデジタル化など社会の変化を自身の強みにしながら，SDGs を羅針盤に，「誰一人取り

残さない」，高い視座も合わせ持ちつつ，多様性と包摂性を備えた教育を推進していく必要がある。 

令和３年度，持続可能でよりよい社会の構築を見据え，私たちが「グレート・リセット」とどう向き合うかで，自

身の未来，子どもの未来，学校の未来，日本の未来，世界の未来が変わっていくのである。 

ＳＤＧｓ  

我々の世界を変革する ～持続可能な開発のための 2030 アジェンダ～ 

 

（SDGｓとは？） 

２０１５年９月に国連サミットで採択された，２０３０年を年限とする世界のあるべき姿として，持続可能な社会

を実現する１７のゴールと１６９のターゲットから構成されている。 

各々のゴール等は，独立しているものではなく，根底で密接に関連し合っており，ある 

ゴールの達成のための行動が他のゴールを阻害することもあれば，複数のゴールに好 

影響を与える場合もある。特に，ゴール４の「質の高い教育をみんなに」は，他のすべて 

の目標と深く結びついており，人々の学び方や考え方，行動にシフトをもたらすものとし 

て SDGs の基礎と言われている。 

SDGｓ実現に向けては，実行プロセスの，普遍性・包摂性・参画性・統合性・透明性の重要性が示されている。

SDGｓの目的は，『持続可能な社会への変革』である。既存の取組とゴールとの関連づけだけでなく，あらゆる

主体が SDGs という「未来志向」の価値観でつながり，矛盾や対立を克服して，ともによりよい未来社会を描き，

その実現に向けて，連携・協働しチャレンジすることが大切である。 

（本市教育との関係） 

本市では，子どもの頃から文化や芸術に親しむ，自然と触れることで環境の大切さを知る，防災訓練を通し

て災害に備える大切さを学ぶ，地域への愛着や絆を感じるなど，子どもたちが他者と協働することの大切さや

身近な活動が様々な課題の解決につながることを実感するだけでなく，子どもも大人も共に高め合う関係を大

切にする教育を，市民ぐるみ・地域ぐるみで展開している。これは，未来の担い手を育む営みを「自分ごと」「み

んなごと」として支え合う本市ならではの文化であり，世代を超えて連綿と受け継がれる持続可能性を有する点

等でＳＤＧｓの理念に相通ずると言える。 

こうした取組をより確かなものにしていくため，これまでの教育活動をSDGsの視点から統合的，教科等横断

的に再構築し，新たな意義や価値づけを行い，未来を創るために学ぶ喜びを子どもと分かち合うことを通じて，

予測困難な状況にあっても，自ら学び，自らを律して他者と共に進み続ける力など，子どもたちが，人間としての

レジリエンス（様々な危機からの回復力，復元力，しなやかな強さ）を備えつつ，自らの可能性を広げることがで

きるような支援が必要である。 
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社会のデジタル化の流れと新しい学び 

持続可能な未来社会の担い手に求められる資質能力については，「Society5.0 に向けた人材育成～社会

が変わる，学びが変わる～」（平成３０年６月 文部科学大臣懇談会等）において，「文章や情報を正確に読み

解き対話する力」，「科学的に思考・吟味し活用する力」，「価値を見つけ生み出す感性と力，好奇心，探求力」

が共通した力として，さらに，「技術革新や価値創造の源となる飛躍知を発見・創造すること」や「技術革新と社

会課題をつなげ，プラットフォームを創造すること」，「課題解決を指向するエンジニアリング，デザイン的発想に

加え，真理や美の追求を指向するサイエンス，アート的発想」が新たな社会を牽引する力として示されている。 

こうした資質能力を育むため，新たな社会変革の風を呼び込み，これまでの教育実践との融合，充実を図り

ながら，社会との連携の下で，一人一人の子どもを徹底的に大切にすることが求められる。本稿では，今般の社

会変革の象徴であるデジタル化に関係して「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」（令和２年１２月

閣議決定）を，新時代の学びとして「STEAM」を紹介する。 

☞ デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針（令和２年１２月閣議決定）  

「デジタル活用により，一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ，多様な幸せが実現できる社

会」をデジタル社会の目指すビジョンに掲げ，「誰一人取り残さない，人に優しいデジタル化」を進めることとさ

れている。デジタル化は目的ではなく手段に過ぎないことに留意したい。 

そして，デジタル化は，単なる新技術の導入ではなく，制度や政策，組織の在り方等をそれに合わせて変革す

る，社会全体のデジタル・トランスフォーメーションとして，日本が抱えてきた多くの課題の解決，今後の経済成長

にも資するなど，「新たな日常」の原動力となることが示されている。 

    また，デジタル社会の形成に向けては，１０項目の基本原則（①オープン・透明，②公平・倫理，③安全・安心，

④継続・安定・強靭，⑤社会課題の解決，⑥迅速・柔軟，⑦包摂・多様性，⑧浸透，⑨新たな価値の創造，⑩飛

躍・国際貢献）が掲げられている。 

☞ STEAM （科学 Science・技術 Technology・工学 Engineering・芸術／リベラルアーツ Arts・数学 Mathematics）  

   今後の社会を生きるうえで不可欠になる科学技術の素養や論理的思考力といった「STEM」の要素に，芸

術・デザインなどの創造的要素を編み込み，価値を発見し生み出す感性と力を重視する「学際研究的で，創

造的な学び」として紹介されている。文理を問わない知識の習得（＝知る）と探究型学習の中で知識に横串

を刺し課題解決を図る（＝創る）の循環を分野横断的に実現すべきとされている。 

そして，GIGA スクール構想 

をはじめ，デジタル技術の活用 

により，異年齢集団の他，地理 

的制約を超えて多様な他者と 

協働的に学ぶことや，子どもた 

ちの意欲を高め，一人一人の 

能力・適性や発達段階等に応 
じた学習者中心の学びなど， 

一斉一律の授業スタイルに止まらない学びの変革を可能にする能力開発手法 Edtech（エドテック。Education 

（教育）と Technology（科学技術）を掛け合わせた造語）の導入促進等を通じて，STEAM の加速化が期

待されているところである。 

      そうした取組の一つとして，AI やエネルギー，伝統文化，モビリティ，防災など社会と接続されたテーマを掲

げ，SDGｓにも関連づけられたオンライン上の教材「STEAM ライブラリー」（小～高を対象。主教材（動画等）

＋補助教材＋指導案の掲載等あり。授業や個人探究な幅広い活用を想定。）を国内外の教育産業，学校，産

業界，研究機関の連携により試験構築し，令和３年３月に供用開始予定であることが公表されている（令和２

年１０月 経済産業省）。 

経済産業省「未来の教室」プロジェクト資料より 
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